
政
令
第
百
五
十
号

発
達
障
害
者
支
援
法
施
行
令

内
閣
は
、
発
達
障
害
者
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
発
達
障
害
の
定
義
）

第
一
条

発
達
障
害
者
支
援
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
障
害
は
、
脳
機
能
の
障
害
で
あ

っ
て
そ
の
症
状
が
通
常
低
年
齢
に
お
い
て
発
現
す
る
も
の
の
う
ち
、
言
語
の
障
害
、
協
調
運
動
の
障
害
そ
の
他
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
障
害
と
す
る
。

（
法
第
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
）

第
二
条

法
第
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
発
達
障
害
者
の
福
祉
の
増
進
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
（

明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
法
人
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
二

条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
又
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特

定
非
営
利
活
動
法
人
と
す
る
。



（
大
都
市
等
の
特
例
）

第
三
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定

都
市
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
処
理
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
四
条
の
三
十
六
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
七
十
四
条
の
三
十
六
の
二
第
一
項
中
「
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
」
の
下
に
「
並
び
に
発
達
障
害
者

支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
」
を
加
え
、
「
同
法
第
十
九
条
の
七
」
を
「
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
の
七
」
に
改
め
、
「
停
止
の
命
令
」
の
下
に
「
並
び
に
発
達
障
害
者
支
援
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
就
労
の
た
め
の
準
備
に
係
る
措
置
」
を
加
え
、
「
同
法
及
び
同
令
」
を
「
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に



関
す
る
法
律
及
び
同
令
並
び
に
発
達
障
害
者
支
援
法
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
十
条
の
二
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び

に
発
達
障
害
者
支
援
法
第
五
条
第
五
項
」
を
加
え
る
。


